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都市再生特別措置法（抄） 

 

（立地適正化計画） 

第八十一条 市町村は、単独で又は共同して、都市計画法第四条第二項に規定す

る都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市

機能増進施設（医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の 

福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するも 

のをいう。以下同じ。）の立地の適正化を図るための計画（以下「立地適正化

計画」という。）を作成することができる。 

２～21 （省略） 

22 市町村は、立地適正化計画を作成するときは、あらかじめ、公聴会の開催そ

の他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、市町村都

市計画審議会（当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、 

都道府県都市計画審議会。第八十四条において同じ。）の意見を聴かなければ

ならない。 

23 （省略） 

24 第二項から前項までの規定は、立地適正化計画の変更（第二十二項の規定に

ついては、国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）について準用する。 

 


	10_表紙（参考資料）
	11_参考資料

